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６
月
１
日
～
６
月
７
日
は
水

道
週
間　

～
水
道
水　

安
全　

お
い
し
い　

金
メ
ダ
ル
～

　
水
道
は
、
健
康
で
文
化
的
な

市
民
生
活
を
送
る
上
で
、ま
た
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
（
生
命
線
）
と

し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

て
も
大
切
な
も
の
で
す
。

水
道
水
の
安
全
性　
蛇
口
か
ら

出
る
水
道
水
は
、
毎
日
消
毒
効

果
を
確
認
す
る
な
ど
衛
生
的
に

管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

定
期
的
に
法
令
に
基
づ
く
水
質

基
準
検
査
や
放
射
性
物
質
の
検

査
を
行
い
、
安
全
性
を
確
認
し

て
い
ま
す
。給
水
地
域
の
方
は
、

安
全
性
の
確
認
さ
れ
た
水
道
水

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

水
道
工
事
の
依
頼　
各
家
庭
の

給
水
装
置
は
、
使
用
者
の
管
理

責
任
と
な
り
ま
す
。
工
事
等
を

行
う
場
合
は
、
安
全
性
面
等
を

考
慮
し
必
ず
市
の
指
定
工
事
事

業
者
に
依
頼
し
、
工
事
費
用
・

工
法
等
を
確
認
し
て
契
約
し
て

く
だ
さ
い
。　

漏
水
事
故
に
つ
い
て
の
お
願
い　

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
水
道

管
か
ら
水
道
水
が
漏
れ
て
い
る

箇
所
を
見
か
け
ま
し
た
ら
、
左

記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

問 

企
業
経
営
課
・
水
道
建
設
課

☎
（25）
２
１
０
０

６
月
15
日（
金
）～
16
日（
土
）

ふ
れ
あ
い
バ
ス
無
料
運
行

　
「
県
民
の
日
」
に
合
わ
せ
て
、

ふ
れ
あ
い
バ
ス
全
路
線
を
無
料

運
行
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
３

６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護
委

員
の
日
」　

人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

　
国
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

が
施
行
さ
れ
た
６
月
１
日
を

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定

め
、
全
国
的
な
啓
発
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
各

地
域
に
相
談
所
を
設
け
、
人
権

擁
護
委
員
が
人
権
に
関
す
る

様
々
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
の
方

費
用　
無
料

申
込　
不
用

開
設
日
と
場
所

〇
６
月
４
日
（
月
）
厚
生
セ
ン

タ
ー
（
旭
町
）、
大
平
隣
保
館

（
大
平
町
新
）、
都
賀
老
人
憩
い

の
家
（
都
賀
町
原
宿
）

〇
６
月
５
日 

（
火
）
岩
舟
総
合

支
所
会
議
室
棟
（
岩
舟
町
静
）

〇
６
月
13
日
（
水
）
藤
岡
公
民

館
（
藤
岡
町
藤
岡
）

開
設
時
間　
各
日
・
各
会
場
10

時
～
12
時

※
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、人
権
相
談
、

人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
救

済
や
、
人
権
に
つ
い
て
の
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
常
設

で
の
電
話
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
困
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
気
軽
に
相
談
く
だ

さ
い
。

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
☎

０
５
７
０
︲
０
０
３
︲
１
１
０

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
☎

０
１
２
０
︲
０
０
７
︲
１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎

０
５
７
０
︲
０
７
０
︲
８
１
０

問　
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課　

☎
（21）
２
１
６
１

ク
ー
ル
ビ
ズ
実
施
中

　

市
で
は
、
５
月
１
日
（
火
）

か
ら
10
月
31
日
（
水
）
ま
で
を

ク
ー
ル
ビ
ズ
期
間
と
し
、
冷
房

を
控
え
つ
つ
快
適
に
過
ご
す
た

め
、
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
な
ど
の
軽

装
で
節
電
に
努
め
て
い
ま
す
。

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問 

環
境
課　
☎

（21）
２
１
４
１

夏
季
休
業
中
の 

　
　
　
　
　
「
学
校
閉
庁
日
」

　
教
職
員
の
働
き
方
改
革
の
方

策
の
一
環
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
に
向
け
て
の
節
電
ア
ク
シ
ョ

ン
推
進
の
た
め
、
左
記
の
期

間
、
業
務
を
休
止
し
ま
す
。
期

間
中
の
問
い
合
わ
せ
は
、
学
校

教
育
課
へ
（
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）。

　
な
お
、学
校
施
設
の
開
放
は
、

通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

対
象　
栃
木
市
立
の
全
小
・
中

学
校

期
間　
８
月
13
日
（
月
）
～
16

日
（
木
）

問 

学
校
教
育
課
☎

（21）
２
４
７
１

平
成
30
年
度
学
童
保
育 

　
　

夏
休
み
利
用
申
込
受
付

　

保
護
者
の
就
労
等
に
よ
り
、

家
庭
で
の
保
護
指
導
を
受
け
ら

れ
な
い
児
童
を
対
象
に
、
夏
休

み
の
期
間
中
の
み
の
学
童
保
育

利
用
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。
現
在
学
童
保
育
を
利
用

し
て
い
る
方
の
申
し
込
み
は
不

要
で
す
。

対
象　
次
の
各
小
学
校
通
学
区

域
内
の
学
童
保
育
：
栃
中
央

小
、
栃
三
小
、
栃
四
小
、
栃
五

小
、南
小
、大
宮
北
小
、吹
上
小
、

皆
川
城
東
小
、
千
塚
小
、
国
府

北
小
、国
府
南
小
、大
宮
南
小
、

大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
岩
舟
地

域
内
各
小
学
校

申
込　
６
月
４
日
（
月
）
～
６

月
15
日
（
金
）
に
、
所
定
の
申

込
書
（
問
合
先
、各
総
合
支
所
、

各
学
童
保
育
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
設
置
）
を
問
合
先
ま
た
は

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ
。

※
定
員
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
、
申
し
込
み
を
し
て
も
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

問 

子
育
て
支
援
課☎

（21）
２
２
２
３

※
国
府
北
小
、
国
府
南
小
、

大
宮
南
小
は
☎
０
９
０
︲

２
３
２
２
︲
０
５
７
７
（
担

当
：
檜
山
）
へ
。

も
う
一
度
ご
確
認
を　

あ
な

た
の
気
に
な
る
年
金
記
録

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金

記
録
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、

こ
れ
ま
で「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

や
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
を
お

送
り
し
、
確
認
を
お
願
い
し
て

き
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
持
ち
主

が
確
認
で
き
て
い
な
い
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
ご
自
身
の
年

金
記
録
に
「
も
れ
」
や
「
誤
り
」

が
あ
る
の
で
は
、
と
心
配
の
あ

る
方
は
、
問
合
先
へ
。

問　
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル  

☎
０
５
７
０
︲
０
５
８
︲

５
５
５

（
月
～
金
曜
日
９
時
～
19
時
、

第
２
土
曜
日
９
時
～
17
時
）

屋
外
で
の
催
し
で
は 

　
　

防
火
管
理
に
ご
注
意
を

　
条
例
に
よ
り
、
市
内
の
屋
外

の
催
し
で
火
気
な
ど
を
使
う
場

合
、届
出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

夏
休
み
の
イ
ベ
ン
ト
や
地
域
行

事
で
屋
外
で
の
火
気
を
使
用
す

る
際
は
、
次
の
注
意
事
項
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

火
を
使
用
す
る
場
所
で
は　

○
み
だ
り
に
火
気
を
使
用
し
な

い
。
火
を
使
用
中
は
そ
の
場
を

離
れ
な
い
。

○
整
理
・
清
掃
を
行
い
、
空
箱

等
燃
え
や
す
い
物
を
そ
ば
に
置

か
な
い
。

○
転
倒
、
落
下
さ
せ
る
等
の
粗

暴
な
行
為
は
し
な
い
。
地
震
等

に
よ
り
転
倒
し
な
い
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
。

○
必
ず
消
火
器
具
を
準
備
し
、

そ
の
使
用
方
法
を
事
前
に
熟
知

し
て
お
く
。

火
気
使
用
器
具
や
燃
料
の
容
器

は　○
ガ
ソ
リ
ン
の
容
器
は
消
防
法

令
に
適
合
し
た
も
の
を
使
用

し
、
灯
油
用
の
ポ
リ
容
器
等
で

の
貯
蔵
は
絶
対
に
行
わ
な
い
。

○
容
器
の
蓋
は
必
ず
密
栓
し
、

必
要
以
上
の
燃
料
は
周
囲
に
絶

対
置
か
な
い
。

○
保
管
す
る
場
所
は
火
気
や
高

温
部
等
か
ら
十
分
距
離
を
と

り
、
日
陰
の
換
気
の
良
い
地
面

等
に
置
く
。
参
加
者
か
ら
も
十

分
に
距
離
を
と
る
。

○
外
気
温
が
高
い
時
期
は
容
器

内
に
可
燃
性
蒸
気
圧
が
高
く

な
っ
て
い
る
為
、
圧
力
調
整
用

の
弁
を
ゆ
っ
く
り
開
け
、
容
器

内
の
圧
力
を
下
げ
て
か
ら
開
栓

す
る
。

○
燃
料
を
補
給
す
る
際
は
、
発

電
機
等
の
エ
ン
ジ
ン
は
必
ず
停

止
さ
せ
、
注
油
で
き
る
量
を
確

認
し
、
漏
れ
・
あ
ふ
れ
が
生
じ

な
い
よ
う
ゆ
っ
く
り
注
油
す

る
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課　

☎

（22）
０
０
７
２
（
代
）
ま
た
は
市

消
防
署
・
各
分
署
へ

「
こ
の
一
球 

届
け
無
事
故
へ 

　
　

 　
　

 

み
ん
な
の
願
い
」 

６
月
３
日（
日
）～
９
日（
土
）

は
危
険
物
安
全
週
間

　
石
油
類
を
は
じ
め
と
す
る
危

険
物
は
、
危
険
物
を
取
扱
う
事

業
所
は
も
ち
ろ
ん
、
生
活
に
深

く
浸
透
し
、
そ
の
安
全
確
保
の

重
要
性
は
益
々
増
大
し
て
い
ま

す
。
期
間
中
は
、
事
業
所
に
お

け
る
自
主
保
安
体
制
の
確
立
を

呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
広
く

危
険
物
に
対
す
る
意
識
の
高
揚

と
啓
発
を
図
り
ま
す
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課

☎
（22）
０
０
７
２
（
代
）

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
・
定
置
型
蓄
電
池
設
置
費

用
の
補
助

　
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
一

環
と
し
て
、
住
宅
用
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
定
置
型
蓄

電
池
を
設
置
し
た
方
を
対
象

に
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
補
助
の
対
象
と
な
る
住
宅
に

居
住
し
て
い
る
方
（
市
税
を
滞

納
し
て
い
る
方
を
除
く
）

補
助
対
象
機
器
と
補
助
金
額　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

　
２
５
，
０
０
０
円
に
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
の
最
大
出
力
を

乗
じ
て
得
た
額
（
上
限
は
10
万

円
）

定
置
型
蓄
電
池

　
補
助
対
象
費
用
に
１
０
０
分

の
10
を
乗
じ
た
額
（
上
限
は

10
万
円
）

※
い
ず
れ
も
１
，
０
０
０
円
未

満
切
り
捨
て

申
請
方
法

所
定
の
申
請
書
に
必
要
書
類
を

添
付
し
、
問
合
先
に
提
出
（
郵

送
可
）

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
申
請
の
手
引
き
で
確
認
く
だ

さ
い
。

問　
環
境
課　
☎

（21）
２
３
６
６

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

氏 名 住 所

佐山 和
か ず え

江 倭町

熊倉 陽
よ う こ

子 梅沢町

飯島 トシ子 大塚町

関口 茂
も

一
いち

郎
ろう

小野口町

渡
わた

沼
ぬま

 康
み ち こ

子 錦町

岸　仁
じん

一
いち

城内町

黒
くろ

川
かわ

 弘
ひろ

照
てる

本町

小野 薫
かおるこ

子 川原田町

石
いし

原
はら

 謙
け ん た ろ う

太郎 大平町榎本

大
おお

橋
はし

 登
と

美
み

子
こ

大平町上高島

菊
き く ち

地 由
ゆ

起
き

大平町下皆川

林
はやし

　亨
こう

尊
そん

大平町富田

柏
かしわぐら

倉　裕
ゆたか

大平町西野田

小林 純
じゅんこ

子 藤岡町都賀

大橋 光
み つ お

男 藤岡町藤岡

神
かん

原
ばら

 良
よし

明
あき

藤岡町部屋

田中 梅
う め お

雄 藤岡町新波

田中 光
みつ

重
しげ

都賀町大柿

池田 育
い く こ

子 都賀町升塚

鮎
あ ゆ た

田　博
ひろし

西方町金崎

三
み さ わ

澤 義
よし

久
ひさ

西方町元

吉
よ し い

井 康
や す え

惠 西方町本郷

金
かな

澤
ざわ

 伸
の ぶ こ

子 岩舟町下津原

中
な か だ

田 美
み

千
ち

子
こ

岩舟町小野寺

旭
あさひおか

岡  宗
むね

廣
ひろ

岩舟町畳岡

大
おお

竹
たけ

 教
きょうこ

子 岩舟町静和

栃木市の人権擁護委員


